
開発許可制度の流れ （都市計画区域内：1,000㎡以上、都市計画区域外：1.0ha以上）

※盛土規制法適用の場合、必要になる項目

※3,000㎡超、
盛土2m超の崖などの
場合                                 ※3か月ごとに報告

                                         ※排水施設を設置する工事後
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